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彦根長浜都市計画地区計画の決定（米原市決定） 
都市計画梅ヶ原南地区地区計画を次のように決定する。 
 

名     称 梅ヶ原南地区地区計画 

位     置 米原市梅ヶ原字福島 2100 番１ 外 53 筆 

面     積 約 2.1ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ米原駅の南約 1.2km に位置し、国道８号に面する

交通の便がよい地区である。近隣の市街化区域内では多くの企業が

立地しているほか、米原駅東口周辺まちづくり事業において、今後

更に商業施設や企業の立地が計画されている状況にある。 

米原市都市計画マスタープランにおいて、国道８号沿道では、地

域の実情に応じて、地区計画制度の活用等により、計画的な土地利

用を検討することとしている。 

本地区計画では、交通の便に優れた地域の特性を生かし、周辺の

まちづくりの実情に応じた居住地や事業用地を確保することを目標

とする。 

土地利用の方針 
周辺の自然環境や既存集落の調和を図りつつ、幹線道路沿道の交

通利便性を生かした土地利用を行う。 

建築物等の整備方針 

(１) 良好な住宅地としての環境を保全するため、建築物の用途を

制限するとともに、建蔽率、容積率および建築物の高さの最高限

度等を定める。 

(２) 敷地細分化等による居住環境の悪化を防止するため、建築物

の敷地面積の最低限度を定める。 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の

区

分 

区分の名称 梅ヶ原南地区 

区分の面積 約 2.1ha 

建築物の 

用途の制限 

建築基準法別表第２（に）の項各号に掲げる建築物は、建築して

はならない。 
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建築物の容積率

の最高限度 
10 分の 20 

建築物の建蔽率

の最高限度 
10 分の６ 

建築物の敷地面

積の最低限度 
200 ㎡ （隅切した敷地は 180 ㎡） 

建築物の高さの

最高限度 
良好な景観形成の観点から周囲の景観と調和した高さとする。 

※建築基準法第３条第２項の規定により「建築物の用途の制限」、「建築物の容積率の最高限度」、

「建築物の建蔽率の最高限度」、「建築物の高さの最高限度」の規定の適用を受けない建築物に

ついて、増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合においては、建築基準

法第３条第３項第３号および第４号の規定にかかわらず、上記各事項の規定は適用しない。た

だし、建築物の用途の制限については、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例に定める範囲内とする。 

「区域は計画図表示のとおり」 
 

理由 

本市の都市計画マスタープランでは、市街化調整区域内の沿道利用調整地について、「広域的な

幹線道路の沿道では、市街化調整区域の性格に十分留意しながら、地域の実情に応じて、地区計

画制度等の活用等により、計画的な土地利用を検討する。」としており、本地区は同計画と合致し

た計画であるといえます。 

地区計画制度を活用し、米原駅周辺、国道８号沿道の交通利便性を活かした良好な居住地、事

業用地を提供することで、米原駅を中心とした都市拠点および都市拠点をつなぐ広域交流軸の形

成が期待されることから、都市計画決定を行うものです。 
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